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◎  10月 定 例 会 付 議 事 件  

 

 △  広 域 連 合 長 提 出 議 案  

  第 ９ 号 議 案   佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 給 付 費 準 備 基 金 条 例  

  第 10号 議 案   平 成 25年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算  

  第 11号 議 案   平 成 25年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳  

         入 歳 出 決 算  

  第 12号 議 案   平成 26年度佐賀県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）  

  第 13号 議 案   平 成 26年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補  

         正 予 算 （ 第 ２ 号 ）  

  第 14号 議 案   専 決 処 分 に つ い て （ 佐 賀 県 市 町 総 合 事 務 組 合 規 約 の 一 部 を 変 更 す る 規  

         約 ）  

  第 15号 議 案   専 決 処 分 に つ い て （ 平 成 26年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高  

         齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） ）  

  第 16号 議 案   佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 監 査 委 員 の 選 任 に つ い て  

 

 △  選 任 等  

  議 会 運 営 委 員 会 委 員 の 補 欠 選 任 に つ い て  

  議 決 事 件 の 字 句 及 び 数 字 等 の 整 理 に つ い て  
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平成26年10月31日（金）   午前10時   開会 

 

出  席  議  員 

 

１．末 次  利 男 ２．久 原  久 男 ３．白 武    悟 

４．西 原  好 文 ５．松 﨑  直 文 ６．松 尾  文 則 

７．古 舘  義 純 ８．平 野  達 矢 ９．中 山  五 雄 

10．林    博 文 11．伊 東  健 吾 12．簑 原    忍 

13．大 島  恒 典 15． 田  一 美 16．牟 田  勝 浩 

17．内 山  泰 宏 18．山 本  茂 雄 19．小 石  弘 和 

20．笹 山  茂 成 21．中 本  正 一 22．平 原  嘉 德 

 

 

 

 

 

欠  席  議  員 

 

14．香 月  チエミ   

 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

 

広 域 連 合 長  横 尾  俊 彦 

副 広 域 連 合 長  武 村  弘 正 

会 計 管 理 者  石 丸  賢 司 

副事務局長兼総務課長  松 隈  武 敏 

 

副 広 域 連 合 長  秀 島  敏 行 

監 査 委 員  久 保  英 継 

事 務 局 長  江 副  元 喜 

業 務 課 長  梅 野  一 也 
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◎ 開  会 

○平原嘉德議長 

 おはようございます。これより佐賀県後期高齢

者医療広域連合議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

◎ 議席の指定 

○平原嘉德議長 

 日程により、議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第４条第２項の規定により、

議長において、お手元に配付しております議席表

のとおり指定いたします。 

◎ 会期の決定 

○平原嘉德議長 

 次に、日程により会期の決定を議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は本日１日

間といたしたいと思いますが、これに御異議ござ

いませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期

は本日１日間と決定いたしました。 

◎ 議事日程 

○平原嘉德議長 

 なお、本定例会の議事は、お手元に配付してお

ります日程表のとおり進めます。 

◎ 諸報告 

○平原嘉德議長 

 次に、日程により諸報告をいたします。 

 報告の内容につきましては、配付いたしており

ます報告第２号のとおりであります。 

 

報告第２号 

諸  報  告 

○例月出納検査の報告について 

 平成25年２月18日から平成26年９月29日までに、

監査委員から例月出納検査及び定期監査の結果に

ついて下記のとおり報告された。 

 その内容は、それぞれ議員各位にその（写）を

送付したとおりである。 

記 

 ２月18日 平成25年度定期監査の結果報告書 

（平成24年12月１日～平成25年11月30日執行分） 

 ２月18日 例月出納検査結果報告について 

（一般会計・特別会計等の平成25年度12・１月分） 

 ４月30日 例月出納検査結果報告について 

（一般会計・特別会計等の平成25年度２・３月分） 

 ５月28日 例月出納検査結果報告について 

（一般会計・特別会計等の平成25・26年度４月分） 

 ６月27日 例月出納検査結果報告について 

（一般会計・特別会計等の平成25・26年度５月分） 

 ７月30日 例月出納検査結果報告について 

（一般会計・特別会計等の平成26年度６月分） 

 ８月22日 例月出納検査結果報告について 

（一般会計・特別会計等の平成26年度７月分） 

 ９月29日 例月出納検査結果報告について 

（一般会計・特別会計等の平成26年度８月分） 

 

◎ 会議録署名議員の指名 

○平原嘉德議長 

 次に、日程により会議録署名議員の指名を行い

ます。 

 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定によ

り、議長において大島恒典議員及び田一美議員

を指名いたします。 

◎ 議会運営委員会委員の補欠選任 

○平原嘉德議長 

 次に、日程により議会運営委員会委員の補欠選

任を行います。 

 お諮りいたします。議会運営委員会委員の補欠

選任につきましては、委員会条例第３条第１項の

規定により、議長において伊東健吾議員を指名し

たいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、ただいま指名い

たしました伊東健吾議員を議会運営委員会委員に

選任することに決定いたしました。 

 これより議会運営委員会が開催されますので、

10分程度休憩いたします。 

午前10時２分 休 憩   
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平成26年10月31日（金）   午前10時12分   再開 

 

出  席  議  員 

 

１．末 次  利 男 ２．久 原  久 男 ３．白 武    悟 

４．西 原  好 文 ５．松 﨑  直 文 ６．松 尾  文 則 

７．古 舘  義 純 ８．平 野  達 矢 ９．中 山  五 雄 

10．林    博 文 11．伊 東  健 吾 12．簑 原    忍 

13．大 島  恒 典 15． 田  一 美 16．牟 田  勝 浩 

17．内 山  泰 宏 18．山 本  茂 雄 19．小 石  弘 和 

20．笹 山  茂 成 21．中 本  正 一 22．平 原  嘉 德 

 

 

 

 

 

欠  席  議  員 

 

14．香 月  チエミ   

 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

 

広 域 連 合 長  横 尾  俊 彦 

副 広 域 連 合 長  武 村  弘 正 

会 計 管 理 者  石 丸  賢 司 

副事務局長兼総務課長  松 隈  武 敏 

 

副 広 域 連 合 長  秀 島  敏 行 

監 査 委 員  久 保  英 継 

事 務 局 長  江 副  元 喜 

業 務 課 長  梅 野  一 也 
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○平原嘉德議長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

◎ 議会運営委員会副委員長互選結果報告 

○平原嘉德議長 

 この際、報告をいたします。 

 ただいまの休憩中に議会運営委員会が開かれま

して、副委員長の互選が行われましたので、その

結果を報告いたします。 

 議会運営委員会副委員長伊東健吾議員、以上の

とおりでございます。 

◎ 議案上程 

○平原嘉德議長 

 次に、日程により第９号議案 佐賀県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療給付費準備基金

条例、第10号議案 平成25年度佐賀県後期高齢

者医療広域連合一般会計歳入歳出決算、第11号

議案 平成25年度佐賀県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、第12号

議案 平成26年度佐賀県後期高齢者医療広域連合

一般会計補正予算（第１号）、第13号議案 平成26

年度佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）、第14号議案 専

決処分について（佐賀県市町総合事務組合規約の

一部を変更する規約）、第15号議案 専決処分に

ついて（平成26年度佐賀県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号））、

以上の７件を一括して議題といたします。 

◎ 提案理由説明 

○平原嘉德議長 

 議案の朗読はこれを省略し、直ちに上程諸議案

に対する提案理由の説明を求めます。 

○横尾俊彦広域連合長 

 おはようございます。 

 本日、平成26年10月佐賀県後期高齢者医療広域

連合議会定例会の開会に当たりまして、まずは高

齢者医療制度に関わる近況を御報告の上、今議会

に提案いたしております諸議案につきまして、順

次御説明をさせていただきます。 

 日本人の平均寿命は、昨年、男性が初めて80歳

を超え、また女性も86.61歳と過去最高を記録す

るなど、高齢者の人口、割合共に伸び続けている

ところでございます。 

 佐賀県の高齢者の方々も年々増加をし、今では

65歳以上の方が約22万人で、そのうち75歳以上の

方々は約12万人となり、高齢化率はそれぞれ全国

を１ポイント以上上回っている状況であります。 

 ご承知のとおり、いわゆる団塊世代の方々がす

べて65歳を迎え、10年後の2025年には後期高齢者

医療の対象者ともなってまいります。 

 現在進められている社会保障制度の改革も、こ

の2025年をどう乗り切ることができるのか。医療

や介護をどうやって維持、継続していくのかが、

大きなテーマとなっているところでありますし、

こうした背景のもと、昨年夏の国民会議の報告、

年末の社会保障制度改革プログラム法の成立に至

り、そして現在、社会保障審議会等での審議が重

ねられているところであります。 

 そのうち、医療保険制度に関わることといたし

ましては、高齢者医療の費用負担や保険料、患者

負担の在り方などを始め、市町にとっても大変重

要な案件であります国民健康保険の都道府県移行

などが議論されているところであります。 

 本広域連合と致しましても、今後とも社会保障

審議会、あるいは全国後期高齢者医療広域連合協

議会の要望活動などを通じて、現場からの意見を

申してまいりたいと考えております。 

 後期高齢者医療制度は、平成20年４月の発足か

ら７年目となりましたが、さらに高齢者の方々が

安心して医療を受けることができるよう、県内全

市町と一致協力の上、広域連合の円滑な運営にあ

たる所存でありますので、今後とも議員各位の御

支援を賜りますよう改めてお願いを申し上げます。 

 それでは、提案の議案につきまして御説明をさ

せていただきます。 

 初めに、第９号議案の「佐賀県後期高齢者医療

広域連合後期高齢者医療給付費準備基金条例」で

ございますが、決算に伴う保険料剰余金を明確に

するとともに、２年間の保険料運営の安定化と将

来の保険料の平準化を図ることを目的として、保

険料剰余金を積み立てる基金を新たに設けるもの

でございます。 

 次に、第10号議案は、「平成25年度佐賀県後期
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高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算」の認

定をいただきたく、提案いたすものであります。 

 その決算額は、歳入が、１億8,862万1,264円、

歳出が、１億8,171万8,557円でありまして、歳入

歳出差し引き額は、690万2,707円となっており、

翌年度への繰り越しといたしております。 

 歳入の主なものは、市町負担金、前年度繰越金

などであり、歳出の主なものは、広域連合の運営

に要した派遣職員給与負担金及び事務所使用料な

どであります。 

 次に、第11号議案は、「平成25年度佐賀県後期

高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算」の認定をいただきたく、提案いたすも

のであります。 

 その決算額は、歳入が、1,209億7,087万671円、

歳出が、1,165億2,616万7,839円でありまして、

歳入歳出差し引き額は、44億4,470万2,832円とな

っており、これを翌年度への繰越しといたしてお

ります。 

 歳入の主なものは、医療給付費に係る市町負担

金、国・県の支出金及び現役世代から支援されま

す後期高齢者交付金等で、歳出の主なものは、療

養給付費や高額療養費などの保険給付費でござい

ます。 

 なお、以上の決算議案に関しましては、「主要

な施策の成果を説明する書類」、及び「監査委員

の意見書」を添付させていただいております。 

 次に、第12号議案の「平成26年度佐賀県後期高

齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）」

について御説明いたします。 

 今回の補正は、810万２千円を増額し、歳入歳

出予算の総額は、それぞれ１億9,259万円となっ

ております。 

 歳入につきましては、平成25年度剰余金の確定

によります繰越金及び後期高齢者医療制度臨時特

例基金繰入金を、また、歳出につきましては、繰

越金を財源とした予備費及び基金繰入金を財源と

したホームページの改修経費を計上させていただ

いております。 

 次に、第13号議案の「平成26年度佐賀県後期高

齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）」であります。 

 補正の額は、30億18万３千円の増額とし、歳入

歳出予算の総額は、それぞれ1,225億189万３千円

となっております。 

 歳入につきましては、前年度における国、県、

市町からの療養給付費定率負担金の超過交付分及

び保険料に係る剰余金などの繰越金などを計上し、

また、歳出につきましては、繰越金を財源として、

今回創設いたします基金への積立金及び各負担金

などの返還金を計上いたしております。 

 次に、第14号議案並びに第15号議案につきまし

ては、「専決処分について」でありますが、第14

号議案は、佐賀県市町総合事務組合規約の一部変

更について、関係自治体としての本広域連合議会

の議決を要するものであります。 

 また、第15号議案は、平成25年度支払基金交付

金の確定に伴う超過額の返還金につきまして、所

要の額を補正したものでございます。 

 各々、地方自治法第179条第１項の規定に基づ

き、専決処分を行っており、今議会での承認を求

めるものでございます。 

 以上、今回提案いたしました議案について、御

説明を申し上げました。 

 よろしく御審議いただきますようお願いを申し

上げます。 

○平原嘉德議長 

 以上で提案理由説明は終わりました。 

◎ 議案に対する質疑 

○平原嘉德議長 

 これより議案に対する質疑を開始いたします。 

 質疑の通告はありませんので、これをもって議

案に対する質疑は終結いたします。 

◎ 広域連合一般に対する質問 

○平原嘉德議長 

 次に、日程により広域連合一般に対する質問を

開始いたします。 

 質問の通告はありませんので、これをもって広

域連合一般に対する質問は終結いたします。 

◎ 討  論 

○平原嘉德議長 

 次に、日程により第９号から第15号、以上７件
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の議案に対する討論に入ります。 

 討論の通告はありませんので、これをもって討

論は終結いたします。 

◎ 採  決 

○平原嘉德議長 

 これより議案の採決を行います。 

 まず、第９号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可決すること

に賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第９号議案は、

原案のとおり可決されました。 

 次に、第10号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を認定すること

に賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第10号議案は、

原案のとおり認定されました。 

 次に、第11号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を認定すること

に賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第11号議案は、

原案のとおり認定されました。 

 次に、第12号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可決すること

に賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第12号議案は、

原案のとおり可決されました。 

 次に、第13号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可決すること

に賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第13号議案は、

原案のとおり可決されました。 

 次に、第14号及び第15号議案を一括して採決い

たします。 

 お諮りいたします。以上の諸議案は承認するこ

とに賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第14号及び第15

号議案は承認されました。 

◎ 追加議案上程 

○平原嘉德議長 

 お諮りいたします。本日、追加提出されました

第16号議案 佐賀県後期高齢者医療広域連合監査

委員の選任についてを日程に追加し、議題といた

したいと思いますが、これに御異議ございません

か。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、第16号議案 佐

賀県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任につ

いてを日程に追加し、議題とすることに決定いた

しました。 

 この際、地方自治法第117条の規定により、牟

田勝浩議員の退席を求めます。 

〔牟田議員 退席〕 

 お諮りいたします。本議案は提案理由説明を省

略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本議案は提案理

由説明を省略することに決定いたしました。 

 これより質疑に入ります。質疑はございません

か。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑は終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はございません

か。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。これをもって討論は終結

いたします。 

◎ 採  決 

○平原嘉德議長 

 これより第16号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は同意することに御異

議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、第16号議案は同

意することに決定をいたしました。 

 牟田勝浩議員の入場を許可いたします。 
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〔牟田議員 入場〕 

◎ 議決事件の字句及び数字等の整理 

○平原嘉德議長 

 次に、議決事件の字句及び数字等の整理につい

てお諮りいたします。 

 今定例会において、議案等が議決されましたが、

その条項、字句、数字その他の整理を必要とする

ときは、会議規則第43条の規定により、その整理

を議長に委任されたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、条項、字句、数

字その他の整理は、議長に委任することに決定い

たしました。 

◎ 閉  会 

○平原嘉德議長 

 以上をもちまして、議事の全部を終了いたしま

したので、会議を閉じます。 

 佐賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉

会いたします。 

午前10時28分 閉 会   
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